
１３ 業務管理体制の整備に関する届出について 

 

介護保険法（以下「法」という。）により介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管

理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、

指定又は許可を受けている事業所又は施設（以下「事業所等」といいます）の数に応じて

段階的に異なります。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行

政機関に提出しなければなりません。（法第 115 条の 32）。事業所の新規指定や廃止等によ

り、 届出先が変更となった場合には、 変更前と変更後の双方の行政機関に届出をする必

要があります。 

なお、金沢市に業務管理体制の届出を行わなければならない事業者は、地域密着型サー

ビスを含む居宅サービスや、施設サービス等の「指定事業所が金沢市内にのみ所在する事

業者」です。 

 

 

〇業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について 

 令和５年３月 28 日より、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労

働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」（以下、「届出システム」と

いいます。）が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。 

 届出システムの利用にあたっては、事業者ごとに ID やパスワードの取得が必要にな

ります。「初期設定方法等について」に記載の手順に沿って手続きを行うとともに、必要

に応じて、（※１）「参考（介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出）」及び（※２）

「別添２（業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル（事業者版））」を

確認いただいて、対応をお願いします。なお、届出システムの運用開始後についても従

来どおり、郵送等による届出は可能です。 

 

事業者（法人）番号について、令和５年４月１日時点で既に業務管理体制の整備に

関する事項を届け出ている事業者については、事業者宛に送付しています。 

（※１）「参考」は、本市ホームページに掲載しています。 

金沢の介護保険 ＞ 事業者向け情報＞ 業務管理体制の整備に関する届出 

URL： https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/8775.html 

 

（※２）「別添２」は、以下よりダウンロードし閲覧が可能です。 

「業務管理体制の整備に関する届出システム」 

URL：https://www.laicomea.org/laicomea/ 
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１ 事業者が行う業務管理体制の整備 

（１）業務管理体制整備の内容 

 

 

 

 

       20 未満        20 以上 100 未満      100 以上 

※ 指定又は許可を受けている事業所等の数 

（みなし事業所（病院等が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ事業所）及び 

総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所を除く） 

 

（２） 届出先（令和３年４月以降） 

区分 届出先 

①  指定事業所が３以上地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の地方厚

生局管轄区域に所在する事業者 

主たる事務所の所在地の 

都道府県知事 

②  指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長 

③  指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 

〈指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く。

（届出先は、都道府県知事）〉 

中核市の長 

⑤ 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者

で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 

市町村長 

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事 

 

２ 変更届について 

次に掲げる事項に変更があったときは、 遅滞なく変更届を提出してください。 

なお、業務管理体制の整備の内容は、指定又は許可を受けている事業所数により異なる

ことから、事業所数が新規指定等により増加した際には、 法人が整備すべき業務管理体制

の内容に変更がないか確認してください。 

 

＜届出を要する変更事項＞ 

①  法人の種別、名称（フリガナ） 

②  法人の主たる事務所の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号 

③  法人代表者の氏名（フリガナ）、生年月日、住所、職名 

④  事業所等の名称、所在地 

※法人が運営する事業所数の増減により、 整備する業務管理体制の内容が 

変更された場合のみ 

法令遵守責任者の選任 

 

法令遵守マニュアルの整備 

法令遵守責任者の選任 

法令遵守に係る監査 

法令遵守責任者の選任 

法令遵守マニュアルの整備 
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⑤  法令遵守責任者の氏名、生年月日 

⑥  業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

※事業所等の数が 20 以上の法人のみ 

⑦  業務執行の状況の監査の方法の概要 

※事業所等の数が 100 以上の法人のみ 

 

※ 業務管理体制届出書の様式等 
金沢市介護保険課ホームページ 
金沢の介護保険 ＞ 事業者向け情報＞ 業務管理体制の整備に関する届出 
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介護保険法第 115 条の 32 第２項(整備)又は第４項 
        （区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書 
 
                                                          年 月 日 
（あて先）金沢市長  
 
                                  事業者 名   称           
                                          代表者氏名             
 
        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 事業者（法人）番号 A                 

１ 届出の内容 

 (1)法第115条の32第２項関係（整備） 

(2)法第115条の32第４項関係（区分の変更） 

 
 
２ 
  
事 
 
 
業 
 
 
者 
 

フ リ ガ ナ 
名     称 

 

 

 
主たる事務所 
の所在地 
 
 

(〒   -    ） 
           都道         郡 市 
       府県         区 

(ビルの名称等） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  

代表者の職名・
氏名・生年月日 

職 
名 

  フリガナ  生年 
月日 

  年  月  日 

  氏 名  

 
代表者の住所 
 

(〒   -    ） 
           都道         郡 市 
       府県         区 

(ビルの名称等） 

３ 事業所名称等  
及 び 所 在 地        

 

事業所名称 指定(許可)年月日 介護保険事業所番号(医療機関等コード)   所 在 地 

 
計  カ所 

   

 
４ 介護保険法施行規

 則第140条の40第１ 
項第2号から第4号に 
基づく届出事項 
 

第２号 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)     生年月日 

  

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

５
区
分
変 
更 

区分変更前行政機関名称、担当部(局)課  

事業者（法人）番号 A                  

区分変更の理由  

区分変更後行政機関名称、担当部(局)課  

区 分 変 更 日     年  月  日 

   

連絡先 
所属  

メール  
アドレス 

 
 
 

電話 
番号 

 
 

     
フリガナ   
氏名  

 

受付番号  
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         介護保険法第 115 条の 32 第３項に基づく 

業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更） 

 

                                                          年 月 日 

 

（あて先）金沢市長  

 

                                  事業者 名   称           

                                          代表者氏名            
 

 

        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

 事業者（法人）番号 A                 

 

変 更 が あ っ た 事 項 

１ 法人の種別､名称(ﾌﾘｶﾞﾅ)  
２ 主たる事務所の所在地､電話番号、ＦＡＸ番号 

３ 代表者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)､生年月日    
４ 代表者の住所､職名      

５ 事業所名称等及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 
変 更 の 内 容 

 

(変更前) 

 

 

 

(変更後) 

 

 

 

 

連絡先 
所属  

メール  
アドレス 

 
 
 

電話 
番号 

 
 
 

フリガナ   
氏名  

 

受付番号  
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初期設定方法等について 
 

１．業務管理体制の整備に関する届出が必要な場合 

 全ての事業者は、業務管理体制を整備し、事業所等の展開の状況に応じ、下記の①に掲

げる事項を、関係行政機関に届け出る必要があります。（法第115条の32第１項及び第２

項） 

 また、下記の①又は②に変更がある場合も、届出が必要となります。（法第115条の３

２第３項及び第４項） 

① 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の40第１項第１号

から第４号に基づく届出事項 

(1) 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、 

生年月日、住所及び職名 

（2）法令遵守責任者の氏名及び生年月日 

(3) 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

(4) 業務執行の状況の監査の方法の概要 

   ② 介護保険法第115条の32第２項各号に掲げる届出先の変更が生じた場合 

 

 なお、詳細については、金沢市介護保険課ホームページをご確認ください。 

「業務管理体制の整備に関する届出」 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownlo

ad/8775.html 

 

２．届出システムを利用した初回届出時の初期設定について 

〇新規事業者が届出システムを利用して届出を行う場合 

① 「業務管理体制の整備に関する届出システム」のログイン画面にアクセス 

https://www.laicomea.org/laicomea/ 

② 「２．初めて業務管理体制の整備に関する届出を行う介護サービス事業者（新

規届出の場合）」をクリック 

③ 必要事項を入力 

 

〇既存事業者（事業者（法人）番号を発行済み）が届出システムを利用して届出を行う場合 

① 「業務管理体制の整備に関する届出システム」のログイン画面にアクセス 

https://www.laicomea.org/laicomea/ 

② 「１．紙媒体等での業務管理体制の整備に関する届出をしたことがありAから始

まる事業者番号を付与されている介護サービス事業者」をクリック 

③  必要事項を入力 

④  確認ボタンをクリックし、入力内容を確認 

⑤  実行をクリック 

⑥  ユーザアカウントが発行されます。連絡先メールアドレス宛に、ユーザーID

とパスワードが届きます。 

→次回利用時からログイン画面より、ユーザID（事業者（法人）番号）とパス

ワードを入力することで届出システムを利用することができます。 
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３．留意事項 

① 届出システム以外での届出処理について 

届出システム以外に、郵送等による届出が可能です。 

② 業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル（事業者版）について 

届出システムよりダウンロードし、閲覧が可能です。 

③ 介護保険法第115条の32第２項各号に掲げる区分の変更（届出先の変更）について 

変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に、届出を行う必要

がありますが、届出システムにより届出を行った場合は、１回の届出で、変更前の区分

及び変更後の区分の双方の届出先に情報が伝達されます。 
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１４ 地域密着型サービスについて 

 

１ 市外被保険者の取り扱いについて 

 

原則、市外の被保険者が本市の地域密着型サービスを利用することはできません。（ただし、

住所地特例対象者や被災地からの避難者など、一部例外があります。） 

市外から転入してきた利用者については、必ず被保険者証で本市被保険者であることを確

認（口頭確認のみとしない）し、サービス提供を行ってください。 

 

既に本市の被保険者としてサービスを利用している方の家族等が、自身の市外転居に併せて、

当該利用者の住民票も市外に異動させてしまい、保険給付が受けられなくなったケースが発生し

ています。 

 

当該利用者等に対し、契約時に、地域密着型サービスの趣旨を十分にご説明したうえで、住民

票を異動する際には、事業所との事前相談等が必要であることを周知してください。 

 

 

２ 住所地特例対象者への地域密着型サービスの提供等について 

 

■住所地特例とは（介護保険法（以下「法」という。）第 13 条） 

介護保険制度では原則、住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、施設が所在

する市町村の財政負担が集中することを避けるため、他の市町村にある介護保険施設に入所し、

住民票を移した場合でも、転入前の市町村が被保険者となる仕組みをいいます。 

 

■住所地特例が適用される施設 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養

護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

 

■住所地特例対象者への地域密着型サービス等の提供 

（法第 42 の２、第 54 の２、第 115 条の 45 等） 

 住所地特例対象者は転入前の市町村の被保険者であることから転入した（住民票のある）市町

村の地域密着型サービスを利用することはできませんが、地域包括ケアの観点から以下の地域密

着型サービスのみ利用することができます。 

特定地域密着型サービス（法第８条 14 項） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、（介護予防）認知症対応型通所

介護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所

介護 
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※ 地域密着型サービスの利用申し込みがあった際は、本人の被保険者証より、本市の被保険

者であること及び利用できるサービスの内容を確認したうえでサービス提供を行ってくださ

い。 

 

 

３ 地域密着型サービス事業者の研修について 

 

 地域密着型サービス事業者の代表者、管理者、及び計画作成担当者は、必要な研修を

受講し、修了している必要があります。研修を修了していない場合は、人員基準欠如とな

り、減算の対象になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

４ 研修受講及び減算適用等に関する留意事項 
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〇代表者 

交代時に研修が開催されていないことにより、当該代表者が研修を修了していない場合、

代表者交代の半年後又は次回の研修日程のいずれか早い日までに研修を修了することで

差し支えないこととされています。 

 

○管理者 

交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、 

市町村からの推薦を受けて都道府県の研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了するこ 

とが確実に見込まれる場合は、当該管理者が研修を修了していない場合であっても差し支え 

ないこととされています。 

 

○計画作成担当者 

必要な研修を修了していない職員を計画作成担当者として配置した場合は、人員基準欠

如となり、減算対象となります。 

    ただし、計画作成担当者の職にある者が突然離職等したことにより人員基準欠如となった

場合には、後任の職員を配置し、かつ、当該職員が市町村からの推薦を受けて都道府県に

研修の申込を行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するま

での間は減算対象としないこととされています。 

 

○その他 

①職員の急な退職、体調不良等により、早急に求人等を行ったにもかかわらず、必要な研 

修を修了した者を雇用できなかった場合において、やむを得ず研修を修了していない職 

員を配置せざるを得ない状況になる場合には、必ず事前に介護保険課までご相談く 

ださい。 

 

② 上記①の事前相談等により、研修を修了していない職員を配置せざるを得ない状況に 

あると認められる場合は、必要な研修を受講させる旨の「誓約書」「確約書」等（任意様式） 

にその理由を記載の上、ご提出ください。 

 

③ 研修受講予定の者が受講できなくなった場合は、減算が適用される場合がありますの 

で、速やかに介護保険課にご報告ください。 

 

④事業所の新規指定時は、原則どおり研修修了者が配置されている必要があります。 

 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ（５類移行）の変更に伴う

運営推進会議の開催等に関する変更点 
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参考「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等 

に関する臨時的な取扱いについて」（令和５年５月１日事務連絡） 

 

○開催方法 

・令和５年５月７日より、文書による開催や報告は認められません。 

・必ず、集合形式又はテレビ電話装置等を活用した方法により開催してください。 

・開催予定日は遅くとも２週間前までに介護保険課へご連絡ください。 

・開催日時を変更した際は速やかに介護保険課へご連絡ください。 

 

○開催周期 

・地域密着型サービス事業者は、おおむね２月に１回以上 

うち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、地域密着型通所介護事業者、認知症

対応型通所介護事業者においては、おおむね６月に１回以上 

 

 

６ 外部評価実施回数の緩和について 

 

認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年に１回は自己評価及び外部評価を実施

しなくてはなりません。 

ただし、次の要件をすべて満たしたうえで、本市に申請し、県より決定通知を受けた場合は、

外部評価の実施回数を２年に１回とすることができます。 

 

・過去に外部評価を５年間継続して実施している。 

・「自己評価及び外部評価」および「目標達成計画」を市町に提出している。 

・運営推進会議が過去１年間に６回以上開催されている。 

・運営推進会議に市職員または地域包括支援センターの職員が出席している。 

・直近の外部評価項目の２、３、４、６の実践状況が適切である。 

・前年度に外部評価実施回数の緩和の適用を受けていない。 

 

   なお、申請に対して外部評価の緩和を適用できるのは、決定通知のあった年度の 1 年間で

す。 

緩和された年度の翌年度は外部評価を実施する必要があり、その 1 年後に再度緩和を希望

する場合は、改めて申請が必要です。再度緩和をしたい年度において申請を失念し、外部評

価も受けていない場合には、再度継続して５年間外部評価を受けなければ緩和の要件は満た

しませんので、ご注意ください。 

ただし、令和６年度能登半島地震の影響により、令和５年度の外部評価を実施できなかった

場合は、当面の間、緩和要件から当該年度を除外して要件緩和を実施する取り扱いとなります。 

（下記事例のように、免除を受けようとする年度において、外部評価を実施できなかった当該年度（事
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例では令和５年度）を除外して過去５年（２年）連続で実施していれば、緩和要件を満たすことと

なります。） 

事例１：新規に緩和措置を受けることとなる事業所 

   

事例２：過去に緩和措置を受けたことのある事業所 

   

※申請書等 金沢市介護保険課ホームページ 

金沢の介護保険＞各種手続き＞地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に係る申請 

 

 

７ 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の取り扱いについて 

 

医療連携体制加算における看護師・准看護師（以下「看護職員」という）の配置については、

職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護職員を配置している場合には、看

護職員として専従である必要はありません。 

例えば、看護師資格を有する常勤の介護従業者が、日常業務の中で看護業務を行うために

必要な勤務時間を確保しているのであれば、看護師を常勤換算方法で１名以上配置しているも

のと取扱って差し支えありません。 

ただし、訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合につい

ては、当該認知症対応型共同生活介護事業所においては、看護師としての職務に専従するこ

とが必要です。 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実施 実施 実施 実施 未実施 実施 免除

←継続実施とみなす→

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実施 免除 実施 免除 未実施 実施 免除

←継続実施とみなす→
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１５ 労働法規の遵守について 

 

１ 労務管理上の注意  （石川労働局労働基準部監督課） 

令和 6 年度集団指導のホームページに動画「令和６年度金沢市介護サービス事業者集団指導 

労働法規の遵守について」が掲載されていますので、今回集団資料の資料と併せてご参照くださ

い。 

(１) 社会福祉施設に係る窓口相談の状況 

年次有給休暇を取得させない、自己都合の退職に関すること（ハラスメント、体調不良）、職

場内のいじめ・嫌がらせ、賃金の不払、及び休業手当等に関する相談が多い 

 

(２) 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント 

労働時間についての適正な取扱い、変形労働時間制等の正しい運用、３６協定、休憩・休

日について、労働者の安全衛生の確保について、賃金について等 

 

(３) パワーハラスメントの防止について  

事業主に対し、令和 4 年 4 月 1 日からパワーハラスメント対策を講じることが義務化されて

いること等。 

  

講義動画 URL：https://www.youtube.com/watch?v=1x3om9I2X9k  

資料掲載 URL：https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gy

omuannai/1/1/4/27775.html                    

    

 

２ 介護労働安定センターの活用について  （介護労働安定センター） 

  雇用管理改善、人材育成、健康確保のための個別相談や研修を実施しています。 

詳細は別添資料をご覧ください。 
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１６ その他 

 

１ 市外の第一号事業所を利用する場合について 

 金沢市外の被保険者である利用者が、金沢市内の第一号事業所を利用するには、予め、該当

する保険者の新規指定を受けておく必要があります。指定を受けずにサービス提供すると介護報

酬の請求ができませんので、ご注意ください。なお、サービス提供開始前に、必ず介護保険被保

険者証にて保険者の確認をしておくことを推奨します。 

 指定を受けるには、該当する自治体にて必要書類や提出期限等の確認を行ってください。 

 

２ 共生型サービスの推進について 

共生型サービスとは、高齢者と障害のある人や障害のある児童が同一の事業所でサービ

スを受けやすくするために導入された制度です。 

介護保険事業所であれば、障害福祉サービス事業所の指定も受けやすくするという特例

が設けられました。 

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護（地域密着型を含む）、及び短期入所生活介

護等で、それぞれに対応する障害福祉サービス事業所の指定を受けることができます。 

障害福祉サービスにおいては、短期入所サービスの整備が最優先とされています。介護

保険事業所の短期入所生活介護に相当するサービスが、障害福祉サービスの「共生型短期

入所」に該当しますが、介護保険事業所である指定短期入所生活介護事業所の設備基準を

充足していれば、同「共生型短期入所」の基準も充足するものとして、指定が受け易くな

っています。 

詳細につきましては、金沢市障害福祉課までお問い合わせください。 

 

金沢市福祉健康局障害福祉課 事業者管理係  

ＴＥＬ：（０７６）２２０－２０１８ 

電子メール：syoufuku@city.kanazawa.lg.jp                     

 

   

３ 要援護者ごみ出しサポート事業について 

金沢市では、家庭ごみを地域のごみステーションに出すことが困難な世帯を対象に、ご

自宅の玄関先等に出されたごみを指定のごみステーションまで運搬する事業（ごみ出しサ

ポート事業）を実施しています。 

居宅介護支援事業所においては、当該事業を利用者の日常生活全般を支援するサービス

の一つとしてご活用いただき、よりよいケアマネジメントを行っていただきますようお願

いいたします。 

 

（１）ご利用できる方 
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① 要介護１以上に該当する方 

② 身体障害者手帳４級以上（視覚障害・肢体不自由に限る。）に該当する方 

③ 精神障害者保健福祉手帳２級以上に該当する方 

④ 療育手帳Ｂ（Ｂ１に限ります。）以上に該当する方 

 

※同居者がいる場合は、同居者全員が①から④までのいずれかに該当することが必要

となります。 

※親族や近隣住民の方、及びその他訪問介護員等により、ごみステーションに家庭ご

みを搬出する協力が得られている場合は、対象となりません。 

 

 

（２）その他 

① 運搬方法 

  自宅の玄関先等に出されたごみを地域のごみステーションに運搬します。 

② 収集するごみの種類と収集日 

・ 燃やすごみ（※訪問調査時にどちらかを選択。） 

→ お住まいの地区の収集日が火・金曜日の場合、どち

らかの週１回 

→ お住まいの地区の収集日が月・木曜日の場合、どち

らかの週１回 

・ 燃やさないごみ  → お住まいの地区の月１回の指定日 

・ あきびん     → お住まいの地区の月１回の指定日 

・ 資源回収ごみ   → お住まいの地区の月２回の指定日 

 

 

 

 

③ 安否確認（希望者のみ） 

運搬等のためご自宅にお伺いした際、指定の場所にごみが出ていなかった場合

は、インターホン等によりお声かけをします。応答がない場合は、緊急連絡先に連

絡します。 

 

（３）運搬開始までの流れ 

① 申請書の提出 

  申請書に必要事項をご記入の上、下記の提出先に持参又は郵送してください。 

  ※代理の方（ケアマネジャー、ホームヘルパー、支援相談専門員等）でも申請で

きます。 

② 訪問調査 

 

※ごみは分別方法に従って適正に分別のうえ、収集場所に出してください。 

※有料粗大ごみ６６品目など、有料戸別収集については、対象外になりますので、通常

どおり戸別収集受付センターに申し込んでください。 
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  市の職員が申請者のご自宅を訪問し、運搬等にあたっての打合せを行います。 

  ※代理の方が申請された場合は、代理の方に立会いをお願いすることがありま

す。 

③ 収集開始 

  訪問調査の結果、事業の対象に決まりましたら、運搬開始日等を通知の上、サービ

スを開始します。 

詳細につきましては、金沢市ごみ減量推進課までお問い合わせください。 

 

金沢市環境局ごみ減量推進課 ＴＥＬ：（０７６）２２０－２３０２ 

              ＦＡＸ：（０７６）２６０－７１９３ 

 

 

４ ヤングケアラーについて 

 日常的に家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っている等の状態にある子ども・若者（い

わゆるヤングケアラー）については優先的に支援を行う必要性があります。ヤングケアラーを発見

した際には、具体的な支援方法の一つとして、本人が担っているケアを介護保険サービス等の外

部サービスで代替していくことが求められます。 

 

介護保険最新情報 Vol.1275 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを

把握した場合の対応等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/001263366.pdf 

 

 （１）同居家族等がいる場合の生活援助サービスの取扱い（訪問介護） 

   訪問介護において、利用者に同居家族（ヤングケアラーも含む）がいるというだけで、一律に

生活援助を利用できないという認識は適切ではありません。同居家族等のやむを得ない事情を

考慮し、家事が困難な場合に、適切な介護サービスが提供できるよう配慮することが必要です。  

ヤングケアラーが担っている家事や介護を前提としたサービス提供になっていないか、関係機

関で認識を共有しておくとともに、ヤングケアラーの介護負担を十分に考慮し、必要な介護サ

ービスが受けられるよう、ご協力をお願いします。 

 

（２）特定事業所加算の見直しについて（居宅介護支援） 

  令和６年度介護報酬改定において、特定事業所加算（居宅介護支援）に、多様化・複雑化す

る課題に対応するための取組を促進する観点から、「家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童（ヤングケアラー）や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支

援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」が要件に追加されました。

利用者に対し、適切なケアマネジメントを実施するために、必要な知識・技術を習得するよう努

めてください。 
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（３）ヤングケアラーを発見した場合の相談先 

１８歳未満のヤングケアラーを発見した場合は、こども相談センターにご相談ください。 

※（別紙３）「知ってますか？ヤングケアラー」参照 

 

金沢市こども相談センター（金沢市児童相談所） 

ＴＥＬ：０７６―２４３－４１５８ （平日９時～17 時 45 分） 

ＦＡＸ：０７６－２４３－１１２３ 

電子メール： kodomo-soudan@city.kanazawa.lg.jp 

 

（４）その他（金沢版ヤングケアラー支援マニュアル） 

  本市では、学校や福祉サービス事業者、民生委員児童委員など、こどもに関わることが

多い関係機関を対象として、金沢版ヤングケアラー支援マニュアルを作成しました。金

沢市ホームページに掲載しております。支援の参考にご活用ください。  

※（別紙４）「金沢版ヤングケアラー支援マニュアル概要」参照 

 

金沢版ヤングケアラー支援マニュアル URL 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomosodancenter/gyomua

nnai/1/21859.html 

 

５ 障害者控除について 

身体障害者手帳等の交付を受けていない６５歳以上の高齢者で、障害者に準ずると認

められる方について、所得税及び地方税の障害者控除対象者の認定を行います。障害者

に準ずる者として認定を受けることにより、所得税・地方税の控除を受けることができ

ます。 

令和６年分（本年分）の申請受付を令和６年１２月２日（月）から開始しますので、利

用者及び家族に対して、生活相談などを実施される際は、制度の周知や申請についてご

協力をお願いします。 
 

（１）対象となる方 

 ＜令和６年分＞ 

  ・令和６年１２月３１日現在６５歳以上で、認知症や肢体不自由等の障害があり、 

  ・令和６年分の収入から所得税を徴収されている方（徴収される見込みの方） 

（住民税については令和６年分の収入により令和７年度に住民税を徴収される見込みの

方） 

※扶養親族が６５歳以上の場合は、扶養親族が認知症や肢体不自由等の障害がある場

合に対象となります。 

＜令和元年～令和５年分＞ ※既に障害者控除を受けている場合は、申請の必要はあ

りません。 
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・それぞれの年において１２月３１日現在６５歳以上で、 

・認知症や肢体不自由等の障害があり、 

・収入から所得税を徴収されていた方（住民税については翌年度に住民税を徴収され 

ていた方） 

※令和元年分については、令和６年１２月３１日までに確定申告をする必要があり

ます。 

 

（２）受 付 

受付場所：金沢市役所 第一本庁舎１階 福祉と健康の総合窓口 

・申請には、申請書、本人確認書類、印鑑（自署の場合は省略可）をご持参くださ

い。 

・郵送での申請も可能です。介護保険課までお電話いただければ、申請書を郵送しま

す。 

・申請書は市民センター・福祉健康センターでもお渡しできますし、金沢市のホーム

ページからもダウンロードできますのでご利用ください。 

  

金沢市ホームページ 障害者控除対象者認定申請書   

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishod

ownload/8305.html 

 

 

６ ご質問の受付について 

金沢市では、日々、介護サービス事業者の皆様方からご質問を頂いております。 

電話によるご質問の場合、お話をお伺いしても、国への照会等のためにお時間をいただくよう

なケースがあることや、日々多くの質問をお受けしている関係上、回答までに数日間を要している

ケースもあります。 

 つきましては、加算や運営基準等に関する質問は、電子メール・ＦＡＸ等でご質問下さいま

すよう、ご協力をお願いいたします。 

また、ご質問いただく前に金沢市条例や介護保険事業者向けＱ＆Ａ等の各種資料により確

認できる場合もございますので、ご協力をお願いいたします。 

 

金沢市福祉健康局介護保険課  電子メール：kaigo@city.kanazawa.lg.jp 

ＦＡＸ：０７６－２２０－２５５９ 

 

金沢市条例  

金沢の介護保険 ＞事業者向け情報＞介護サービス指定基準 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/

1/1/3/9338.html 
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・厚生労働省ホームページ   

ホーム ＞政策について ＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介

護サービス関係Ｑ＆Ａ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/ind

ex.html 

 

 

７ 電子メールアドレス変更等のご連絡のお願い 

 本市では、皆様との連絡や国・県からの通知の周知のために、新規指定書類等に記載の電子メ

ールアドレス、電話番号、及び FAX 番号を活用しております。 

電子メールアドレス等を変更された場合は、介護保険課までご連絡下さいますよう、ご協力をお

願いします。 
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